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Abstract

This study was intended to investigate the way in which the Japanese people interpreted Amer-
ican baseball in theearly stage of its diffusion in Meiji Era. Materials used were baseball rules pub-

lished in Japan in the period from 1883 to 1900 and those of American rules in corresponding years.

Eighteen Japanese literatures were listed in Bibliography No. 1 and those of American literatures
in No. 2. Critical comparative analysis was made on the arrangement, content and meaning o{ ea-
ch article between both American and Japanese baseball rules. Following conclusive remarks could
be made on the basis of the analysis.

l. According to the years oI publication and the contents of rules the period should be divided
into two periods; (a) from 1883 to 1887 and (b) from 1895 to 1900.

2. Corresponding relationship between Japanese and American baseball rules in each period
was following:

a. First period. Corresponded to the American rules in 1860s-70s. Main features were; (1) a
pitcher uses an underhand-pitch, (2) a batter is out when a {air hit is caught flying, or when the third
strike and a foul hit are caught either flying or on its first bounce, (3) the umpier must warn a batter
or a pitcher before he calls a strike out or a base on balls, (4) a batter has a right to call for either a
"high ball" or a "low ball", and the like.

b. Second period. Three stages were observed. (l) first, corresponding to the afore-mentioned
rules; (2) second, corresponding to the American rules in mid 1880s, which included as main fea-
tures, 1) a pitcher is permitted to use an overhand-throw, 2) a batter is out when a fair hit, a foul hit
or the third strike is caught only flying, 3) the umpire must call a ball or strike in the order oI deliv-
ery, and a base on balls or strike out without warning; and (3) third, corresponding to the newly de-
veloped systematic and "scientific" baseball strategy in the late 1880s and'90s, following rules were
added, 1) the infield fly rule,2) a batter is out when three strikes are called while the first base is
occupied by a base runner, except when two men are already out, and 3) rules for sacrifice hit, a

bunting and an intentional foul hit.

3. It was also observed in the second period that so called "Japnese rules", which were not
seen in any American rules at all or, if any, their meanings were far dillerent {rom those of American
rules, were codified; e.g. a lost ball, a passed ball, etc. These were hardly seen in the rules in the
first period. This seemed to be brought into existence and codified through the process of inter-
school matches developed in each local district during this period.

4. Most generalily applied baseball rules in the second period were those mixed American
rules in mid 1880s with"Japanese rules"

5. Although it might not be said that rules reflecting the systematic baseball strategy v/ere
generally applied in the second period, they were coming to be understood and adopted to their
matches.

6. Those literatures which were published in Japan and seemed to be influential and made
correct interpretation on American baseball rules were Tanaka and Tsuboi's KOGAI-YUGI-IIO
( A Manual of Outdoor Games )in the first period and Chuma's YAKYU( Baseball )and Y. Taka-
hashi's YAKYU- SODAN( A Baseball Digest )in the second period.
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はじめに

野球は)は漕艇や運動会とならんで日本で最も早

くから全国的に普及 した洋式スポーツである。野

球が組織化され,定着する拠点となったのは中等

学校以上の校友会運動部であって,年代的には明

治10年代後半から同20年代にかけて東京を中心と

する高等教育機関に根付き,漸次全国の中学,師
範学校に及ぶという順序をとった。当時の中学校

についてみると史料的に明らかにしうる32校 のう

ち21校 で明治34年 までには野球が校友会組織に組

み込まれている。これら中学校への野球の伝播は

その殆んどにおいて同30年以前になされ,相互間

の対校試合は同30年頃から始って40年前後には過

熱状態を呈するに至るのである佗Ъ

本稿のテーマである野球ルールについてみると,

当時の日本では統一的なルールはなく,各学校で

用いられていたものがまちまちであったので,対
校試合を行なう際には事前にルールに関して協議

するのが常であって,時には合意に至らず遂に試

合が流れてしまう場合さえあった0と いう。この

ことから当時はルールひとつをとりあげても野球

の理解にかなリヴァラエティがあったことがわか

る。

後述するように19世紀最後の30年間はアメリカ

でプロ野球が成立,発達 し,こ れに伴って野球

ルールが年々著しく改変された時代であった。当

時日本とアメリカとの野球の直接交流は殆んどな

く,彼のルールは外人教師とか野球書を通 じて知

るという程度であった。漸 く明治29年の第一高等

学校対YCAC(横 浜クリケット&ア スレチック

・クラブ)の試合から試合による交流が始まるに)が

YCACの 外人達とても野球に関しては素人集団

であって,年々本国で改変されるルールをどの程

度理解 しえていたかは疑間である“L結局本格的

な野球に接 しルール理解の機会を得るのは同38年

の早稲田大学チームのアメリカ遠征以後のことに

なるのである。

日本でアメリカ野球ルールの忠実な翻訳が出さ

れるのは明治34年である。それはこの年 9月 当時

の有力な運動具商であった美満津商会が出版 した

「野球年報発行の旨意」 (以下「旨意」と呼ぶ :

筆者)な る小冊子に掲載された。この小冊子は同

店 が翌年 か らアメ リカの “Spaldingも Official

Baseball Guide"に ならって全国の野球情報と野

球術の手引等を収録 した野球年報を刊行すること

を予告 し,そのための情報提供を全国に呼びかけ

たものである%年 報は翌35年から大正 4年まで,

明治39年を除いて毎年刊行された。これらには予

告通り全国各地で行われていた試合等の情報が掲

載され,ま たその販売網は全国82市町,107箇所

にわたっていたのでけ
ヽ全国的にかなりの影響力

をもっていたと思われる。

上述のように「旨意」と各年の「年報」には一

部の削除はあるもののアメリカのルールが忠実に

翻訳され掲載されていたから,そ の採否は別とし

て少くとも年々改変されるアメリカのルールに対

する共通で正確な知識を全国的にうみ出すことに

はなった筈である。

以上のことから,本稿では「旨意」が発行され

る明治34年よりも前の段階で,

(1)日 本においてアメリカの野球ルールがどの

程度正確に理解されていたか,

(2)ま た当然複数の理解の仕方が存在 したと予

想されるので,それらがどのような関連をも

っていたか,

の 2点 について把握することを目的として,

「旨意」以前に日本で刊行された野球文献につい

てルールの面から考察を加えようとするものであ

る。

注記

(1)Baseballに 対して “野球"と いう訳語が生まれた

のは明治27年であり,こ れが一般化するのは同30年

代の中頃であるの■ 本稿が対象とする時代の“Base‐

ball"を 日本文で表現するには “ベースボール"と

するのが適切であると思われるが,混乱をさけるた

めに本稿では文献のタイトルや引用文を除いてすべ

て “野球"に統一しておく。

(2)拙著,明治期の中学校におけるスポーツ活動,東
京大学教養学部体育学紀要第12号,昭和53,1～ 22頁

(3)第一高等学校校友会野球部史,明治36年 2月 28日 ,

附録 1～ 2頁

(4)日 本人と外人との野球試合については開成学校時

代 (明 治 6～ 9年 )に 同校生徒と外人が試合をした

とか,新橋アスレチックスがやはり外人と行なってい



たという話が伝わっているが,史料的には確かめ ら

オしていない。

(5)青井鉱男は「野球年報発行の旨意」 (後 出注6参照 )

の規則の中で当時YCACi則が踏み出した足で投手板

を踏む とい う誤った見解 をとっていたことを指摘 し

ている。

(6)伊東卓夫編,野球年報発行の旨意,明治34年 9月 ,

序文

(7)伊東卓夫編,野球年報第 1号,明 治35年 9月 ,美

満津商店,巻末販売所表 ,



I 明治16年から33年 までの野球文献

A 考察の対象
斉藤二郎の「本邦野球文献解題」

°)は 明治・大

正期に日本で刊行された170余点の野球文献を列

挙 し,こ れらに簡単な解説を加えたもので,日 本

の初期の野球を研究するには必須の労作である。

また功刀靖雄は「明治野球史」で45頁を “明治時

代におけるベースボール・ルールの変遷"の章に

あて,ス トレンジの “Outdoor Games"以下お

もな文献中のルールを紹介 し,明治30年刊の「野

球」と同35年の「野球年報第 1号」から「同第 9号」

までのルールの変遷を現行野球ルールに従って分
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類 し,表にしている。そして結論として,明治時

代においては我国の野球ルールは競技場や用具の

規定など第一次的なものは完成 したといえるが,

妨害行為や欺購行為に対するペナルティ,各種の

禁止事項などは充分に整備されていない。故意の

落球など複雑なプレーに対する規定も殆んど見ら

れない。またルールの解釈についても一高式の解

釈の如きものもあってアメリカのルールと異なる

ことも実際行なわれたとしている0。

本稿を作成するに当っては,上記両著中の文献

リス トを参考にして対象を選択 したが,若干の異

同がある。披見 しえた文献を刊行年次順に文献表

第一に掲げる。

文 献 表 第 一

書   名 編 。著者
刊行年

(明治 )月
出 版 社 備   考

ル
号

一ル
記 文献略称

Outdoor Games F. W. Strange 丸  善 英  文 ④ t outdoor

○ 西洋戸外遊戯法 下村 泰 大 泰盛堂 ① 「西洋」

○ 戸外遊戯法 坪井玄道 。田中盛業 18.4 金港堂 和 綴 O 「戸外」

賞地催育法 横井琢磨 岡山学校 全 6巻 和綴

小學遊戯法 相沢英二郎 。許斐氏春 林斧介他 (福岡 ) 上 下 和綴

戸外遊戯法 丹羽貞二郎 0室野義忠 20.10 精華堂 (新潟 )

○ 第一高等學校野球部史 第一高等學校野球部 同校 校友会 校友会雑誌号外、非売品 ○ 「部史」

ベースボール 正岡 子規 29.7 日本新聞 7.19～ 27松蓬玉液に連載 ⑦

ベースボール術 高橋 慶太郎 同文館 ⑥

欧米遊戯術 相田 興三郎 30.5 前川善兵衛 (大阪 )

○ 野 球 中馬 庚 前川文栄堂 (大阪 ) 〇 「野球」

○ 新式ベースボール術 高橋 雄次郎 四海堂 ⑤ 「新式」

内外遊戯法 大橋 又太郎 博文館 日用百科全書第30編

○ 野球仕合規則 赤門むらさき 雑誌少年世界 雑誌少年世界臨時増刊号に掲載 0
○ 野球規則 山口高等學校野球部 山口高等學校野球部 非売品 ⑪

○ 最新ベースボール術 高橋忠次郎他 岡崎屋書店 ○ 「最新」

ベースボール及 クリケ ッ ト 津田 素彦 博文館 内外遊戯全書第 3編

○ 野球叢談 高橋 雄次郎 32.10 四海堂 G 「叢談」

これらの中で当該文献の影響力,所収 された

ルールの質の高さと新らしさ,或は特異性等を勘

案 し,表中で○印を付 したものを主たる対象とし

た。

なお叙述の便誼上それぞれの文献中のルールを

表わす際には,文献表第一の記号欄所載の記号0,
①,①等を用い,こ れと比較対照すべきアメリカ

のルールに対しては後掲文献表第二 (7頁参照 )

の記号欄所載の記号⑮9⑩等を用いる。また日本

の文献を表わすには文献略称欄所載の略称「西

洋」,「部史」等を用い,ア メリカの文献を表わす

には文献表第二所載の略称 “S.0.BoG."等を

用いる。

注記
(1)こ の書は昭和14年 に謄写版刷りで50部出された

ものであり,明治文化資料叢書第10巻,木村毅編 ,

昭和37年 ,に収録されている。なお斉藤二郎氏は

野球文献史話」を雑誌「読売スポーツ」昭和27年

3月 号～同28年 9月 号に連載している。これも非

常に重要な文献である。

(2)功 刀靖雄 明治野球史 昭和44年,逍遇書院

232, 233ア罫
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12年 に文部省が出 した「体操及び戸外遊戯」 (漢

加斯底爾訳 )に も野球は入 っていない。

B時 代 の 区分          これに対 して第 2期 には次に示す通 り文献の性

前表によって文献の刊行状況を見ると裁然と2   格が多様化 してくる。

期 に区分 しうる。即 ち第 1期 は明治16年 刊の    (1)野 球のみを収録 した単行本で,か なり詳細

「outdoor」 にはじまる明治20年前後の時期であ     な指導書

り,第 2期 は同28年刊の「部史」にはじまる同30    (2)野 球を他の遊戯・スポーッと共に収録 した

年前後の時期である。両期の間には数年の空白期     大部の遊戯書

間があり,こ の傾向は斉藤,功刀両氏の文献表に    (3)新 聞・雑誌に掲載された野球の解説や規則

おいても同様である。また文献の性格から見ても     等の記事

両期の相違は歴然としている。            (4)学 校の野球部で刊行 した部史 0規則書類

第 1期の文献はすべて遊戯書の形式であって,     このことは,第 2期 には野球そのものに対する

そこでは野球が他の遊戯やスポーツと並んで収録   関心が高まり,野球書の出版が営業的にひきあう

されている。木下は,こ の時期の遊戯書には上級   状況になってきたことを物語っている。とくに明

学校用と小学校の「適宜ノ遊戯」の指導用との二   治29年 7月 以降にこれらが篠生 しているのは同年

種類があって,後者では坪井,田 中の「戸外遊戯法」   5月 の一高対YCACの 試合の刺激によるもので

が代表的なものであるが,但 しこの書も最初の版   あろう。

は野球等比較的高度に組織化され中学以上に適 し

た戸外遊戯を含んでいたため目的と矛盾する点が               注 記

あり,21年の「改正戸外遊戯法」で改められたと    (1)木 下秀明 明治前半期における遊戯に関する図

している(1ヽ このように野球は上級学校向きと考  ‐  書の研究,体育学研究第3巻 4号 ,昭和34年 6月 ,

えられていたので,後者の類には収録されないの     105～ 112頁

が通常の姿であった。この時期の類書で筆者が披    (2)そ れらの遊戯書は次の通りである。但し文献表

見 しえた15点 のうち野球が収録されていたのは4     第一に掲げたものを除く。

点にしか過ぎなかった0。 また上記以外でも明治

第 1期の遊戯書 (野球が収録 されていなかったもの )

圭
日 名 編 。著 者 名 発行年月 (明治 ) 発 行 所

新撰小学体育全集 遊 佐 盈 作 正宝堂・京都

簡易戸外遊戯法 岡 本 岱次郎 集英堂 。東京

小学戸外遊戯法 廣 瀬 辰一郎 文新堂・京都

普通小学遊戯法 松 岡   彪 船井弘文堂 0神戸

尋常小学生徒戸外遊戯法 増 田 正 章 開発社・大阪京都 ?

普通遊戯法 樋 口   亮 20.8 丹心堂 。東京

小学校用新式戸外遊戯法 瀬 戸 幸七郎 文苑堂 。東京

小学生徒運動遊戯法 日 置 岩 吉 忠雅堂。大阪

小学校用遊戯法 花 岡 朋太郎 前川教育書房。大阪

児童教育遊戯法 東 條 種 家 大庭和助。大阪

小学生徒戸外遊戯法 有 川 貞 信 正宝堂・京都

Ⅱ 19■紀アメリカにおける野球ルール   たいは)。 ここではルールに関して本稿の問題と関

の変遷           わりが深い幾つかのことを述べておきたい。

本稿の問題設定から考えて,前記各文献の検討    なお,こ の章を叙述するために利用 したアメリカ

に入る前にこれらと比較対照すべきアメリカの野    の野球規則書類は文献表第二の通 りである。

球ルールの変遷にも、れておく必要があろう。19世

紀のアメリカにおける野球の発達とルールの変遷

との概略については拙著論文「ベースボールから

野球へ」のⅢに述べておいたのでそれを参照され



Beadle's Dime Baseball Player NY,Beadle's Dime&CO 〇 BDBP,1867
De Witt's Baseball Guide NY,R.M De Witt ① DWBG,1871
Nationl League Constitution and Rules Chicago, A. G. Spalding & Bros ⑦ NLC.R,1877
Spald ng's Offic all Baseball Guide 1878´-80 N. Y., A. G. Spalding & Bros ①～⑩ SOB.G.
Spalding's Officiall Baseball Guide 1881´-93 Chicago, A. G. Spalding & Bros ⑪～① S.OBG.
Spalding's Offic all Baseball Guide 1894～ 1900 N. Y., American Sports Publishing Co. ⑭～⑩ SOBG,

文献表第二

A 野球ルール変遷の概要

A-1 最初のルール

近代野球の始点とされている1845年制定のニッ

カーボッカー・クラブのルールは以下の14ヶ 条か

ら成っている0。

1 本塁から2塁, 1塁から3塁までの距離は

各42ペ ース(1ペ ース=3フ ィー ト:筆者注 )

で等距離であること。

2 -方 が21点 をとれば勝ちとなる。しかし最

終的に双方が同数のハンズ(ア ウ ト:筆者注 )

を終えること。

3 打者に対する投球はスローでなくピッチさ

れること。

4 1塁 と 3塁の外側の範囲への打球はファウ

ルである。

5 3度空振 りし,最後の球が捕えられたなら

ハンドアウ トである。もし捕えられなければ

フェアと見なされるから打者は走ること。

6 打たれたり,チ ップされた球が 0又 は 1バ

ウンドで捕えられたならばハンドアウ トであ

る。

7 走者は相手方が塁上で球を持ち,塁に着く

前にそれを自分の身体にタッチされた時には

アウ トである。どんな場合でも球を走者にぶ

つけてはならない。

8 走者がその塁に達する前に相手方の捕球を

妨害 したならばアウ トである。

9 2ハ ンドアウ ト後の打球で本塁に走った走

者は,打者がその打球を捕えられてアウ トに

なった時には得点できない。

10 3ハ ンドアウ トで攻撃を終了する。

11 打者は打撃順にしたがって打撃を行なうこ

と。

12 ファウルの時には進塁・得点はできない。

13 投手がボークをした時には走者は安全に一

献 表 第 二

発

ルール記号は当該年度の最後の 2ケ タを○で囲んで表わした。

S.OB.Gは 1878年 から19∞年までの毎年版のマイクロフィルムによった。

ルール記号 文 献 略 称

つの塁を進む。

14 打球がバウンドしてフィール ド外に出た場

合には一つの塁 しか与えられない。

A-2 ルールの膨張

各種のスポーッルールの中で厖大なことで有名

である野球ルールでも当初は上記のように簡単な

ものであった。 しか し年をおうにつれてルール

ブックに収められる条項数が増 してゆく。逐年の

条項数増加の状態は次の通 りである。

1845年 (弘化 2年 ) 14条 項

67ク (慶応 3ク

71ク (明治 4ク

年

文

　

行発

※

　

※

77//

82//

96//

1900//

//  10ク

//  15//

//  29//

//  33//

43//

52//

73//

136//

143//

176//

例えばグラウンドの施設に関する規定は⑮では

塁間の距離を定めた第 1条のみであったが,1900
年までには28頁 に示す通り細密な線で区画された

競技場となったために,こ れらの線や塁等を定め
た条文を加え13カ 条になっている。1871年以降は

プロ野球の成立,発展に伴って記録法が発達し,

これに関する規定が盛り込まれる。④では 1カ 条
8項目であった記録関係規定が,⑩では 2カ 条20

項目になっている。またプレーに関する規定も同
様であって,⑮では打者や走者がアウトになる場
合の規定は第 5か ら第 8条までの 4カ 条にしかす
ぎないが,⑩では第45条の打者がアウトになる場
合が11項 目,第50条の走者がアウトになる場合が
15項 目,合計 2カ 条26項目となっている。
以上ごく大まかに施設の進歩,組織の発達,競

技技術の高度化がもたらしたルールの膨張の趨勢
を示した。以下においては本稿と関係が深く,野
球競技の発達の指標となるルールの改変を幾つか
あげてみたい。



注記

(1)拙 著,ベースボールから野球へ9比較文化研究

第21輯,昭和58年 3月 ,東京大学教養学部

(2)こ のルールの箇条数については幾つか説があっ

て定かでない。ここでは現在手元にある文献中最

も古い “B.O.B.P.,1867, Henry Chadwick編 9

頁所載のものによった。

B 競技技術 の発達 とル ールの改変

B-1 フォースアウトと塁の占有権

現在の野球では打者がゴロを打った場合,打者

走者が一塁に到達する前に野手がその球を保持し

て 1塁を遮ゝんでアウトにするとか,ま たは前の走

者をフォースアウトにするとか「ボールを持った

野手が塁をも、むことによって走者をアウ トにす

る」場合が多い,恐 らく平均して 1試合のアウト

数の50%内外はこの形式のアウトであろう。とこ

ろが⑮にはこの種のアウトはないのである。これ

らは打者が走者になった場合に進塁すべき順序

(1→ 2→ 3→本塁)や ,ど の走者がその塁に対

する権利をもっているかを明らかにした塁の占有

権等の概念が定まらなければ成立しないルールで

あって,45年の段階ではそれがはっきりしていな

かったのである。48年に初めて,走者が 1塁に達

する前に球が 1塁上で野手によって保持されたな

らばアウトであるというルールが制定された。次

いで⑮で走者の触塁は 1塁から順番にすべての塁

になされるべきであることが定められたは)。 ①に

は進塁,塁の占有権,フ ォースアウトの規定が次

のように示され0,④にはさらにこれが明確化さ

れている。

1867年ルール  Section22,23

SEC.22.Players must take their bases in the

order of striking;and when a fair ball is struck,

and not caught flying,the first base must be va―

cated,as dso second and thrd bases,I they are

occupied at thё  same timeo Players may be put

out on any base,under these circumstances,in

the same manner as when running to the first

base.

SEC.23.:Players running bases must touch

thern; and so far as possible, keep upon the

direct line between thenl; and must touch them

in the following order:first,second,third and

hOme;and if returning must revcrse thiS OrdeF

;and should any player run three feet Out of this

line,fOr the purpose of avOiding the ball in the

hands Of an adversary,he be declared Out。 (下線筆者 )

下線部の訳は次の通 りである。

Sec。 22 競技者は打撃順 にしたがって塁をとら

なければならない。フェアボールが打たれ ,

それが直接捕球 されなかった場合には,一
塁 はあけ渡 されなければならない。この時

二,二塁にも走者がいたならばそれらの塁

も同様にあけ渡 されなければならない。こ

のような状況においては,こ れ らの競技者

はどの塁においても走者が一塁に向って走

る時と同様の方法でアウ トになりうる。

Sec.23 ……前略…走者は次に示す順序で触塁

しなければならない,即 ち一塁,二塁,三塁 ,

本塁の順序である。もし帰塁する際にはこ

の逆の順序にせねばならない。……・後略…

1871生Fル ール RuleⅣ  Section l

SECTION l. Players must take their bases in

the Order Of striking;and when a fair ball

is struck, and nOt caught flying, the first

base must be vacated, as alsO the secOnd

and third bases, if they are occupied at

the same time.Players may be put out on

any base, under these circumstances, in

the same manner as when running to the

first base; but the mOment the ball is

caught Or theメ ayer runjng to irst base

ヽ put Out,otherメ ayers run五 ng bases

shall cease to beルπ″ to vacate their

ba塁 9:s,and ttay return to themo NO base

runner shall be forced tO vacate a base,

unless as provided in this sectiOn。 (下線筆者 )

下線部の but以下が①のSec.22に 付け加えられた

部分である。下線部の訳は以下の通りである。

しかし打球が直接捕球されるかまたは

一塁への走者がアウ トになった瞬間に,

他の走者は占有 していた塁のあけ渡 しを

強制されなくなるものとし,その塁へ帰

塁 しうる。いかなる走者もこの条に定め

られた規定によることなく,塁のあけ渡

しを強制されることはないものとする。



これらは野球のごく基本的なルールであって,

その後文章表現は変っても内容の実質は現在まで

一貫 して変っていない。

B-2 コール ドス トライク,コ ール ドボー

ル,悪球出塁制度

⑮では打者は 3回空振 りした時にのみ三振とな

るのであって,見送りの三振や四球の規定はもち

ろんのこと,ボール,ス トライクの定義さえもな

い。つまリルール上では投手は幾つボールを投げ

てもよく,打者もまた自分が好きな球が来るまで

いつまでも悠々と待っていてよかったことにな

る。見送 りのス トライクを審判が宣告 し (こ れを

called strikeと いう :筆者注 ),こ れによる三振

の規定が定められたのは58年である。この時の条

文は次の通 りである。

1858年ルール Section 37

“SEC.37。   Should a striker stand at the bat

withOut striking at good balls repeatedly pitch‐

ed to hiln,fOr the apparent purpose of delaying

the game,or of giving advantage to a player,the

umpire,after warning hiln,shall ca1l one strike,

and if he persists in such action, two and three

strikeso  When three strikes are called,he shall

be subject to the same rules as if he had struck

at three fair balls."(3)

即ち打者が明らかに試合を遅らせたり,走者を

助ける目的で “good ball"を 何回も見送ったな

らば,審判は打者に警告を与える。その後なおこ

れを続けたならば 1ス トライクを宣告 し,さ らに

続けば 2, 3ス トライクを宣告する。 3ス トライ

クになった打者は空振 りの三振と同じルールに従

わねばならない。(下線筆者 )

しかしこの規定は効力が弱かつたらしく,60年

代には 1人の打者が 1打席で60球も待った例があ

るというに
、見送 り三振の警告制は⑩まで存続 し

た。但 しこの頃になると審半Jは最初からス トライ

クを数え,警告は 2ス トライク後にすると定めら

れているので事実上四振であったことになる。

逆に投手が打者に “good ball"を 投げない場

合に打者に一塁を与える罰則規定,即ち悪球出塁

制は,以下の通 り①で初めて成文化された0。

9

1864年ルール SectiOn 6

SEC.6.  ShOuld the pitcher repeatedly fail tO

deliver tO the striker fair balls,fOr the apparent

purpose of delaying the game, or for any other

cause, the umpire, after warning hiln, shall call

one ball, and if the pitcher persists in such ac―

tion,two and three balls;when three balls shall

have been called,the striker shall be entitled tO

the first base; and should any base be occupied

at that tilne, each player Occupying therrl shall

be entitled to one base without being put out。

called strikeの場合 と同様 に,投手が悪球をく

り返 し投 げた時には審判が警告を与え,その後な

お これが続 けばボール を宣告 す る (called ball

という :筆者注 ),ボ ールが 3つ になったならば

打者のみでなく走者にも 1つ の塁を与えるのであ

る。 しか し前掲のような例があるのでこのルール

も効力は乏 しかったようである。〇では警告制は

削除され悪球 3球 ごとに 1ボールを数え, 3ボー

ルで打者出塁としているので事実上九球出塁制度

になる。アメリカの野球百科や野球史所載のルー

ル変遷年表ではこのような前史には触れず,悪球

出塁制は④の九球に始まり⑩の四球で完結するこ

とになっているが0,こ の制度はルーズながらも

規定上では64年 からあって,79年の何年か前から

事実上九球出塁制であったと思われる。

B-3 直接捕球制

⑮では打球を0バ ウンドだけでなく1バ ウンド

で捕球されても,打者はアウ トであった。三振目

のス トライクの捕球についても同様ではなかった

かと思われるが,条文上では定かでない。しかし

60,70年 代のルールでは三振目の捕球についても

打球と同様 1バウンド捕球で打者はアウ トである

となっている。これらがすべて現在通 り0バ ウン

ドで捕球 しなければ打者はアウ トにならない,即
ち直接捕球制になるのには幾つかのステップが

あって,フ ェアヒットは64年 から,三振は80年か

ら,フ ァウルヒットは83年からそれぞれ直接捕球

制となった。

B-4 投 0打のパランス

アメリカの野球ルール委員会は1858年に設置さ

れているf。 60年代後半からこの委員会のルール

改変の重要なポイントの一つは投手力と打撃力と

の均衛をルールの上で調節することであった。当
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初の野球は⑮に見るように勝敗の決定が21点先取

制であったので,現在の感覚から見れば打力優位

であった。投手は打者に “よい球"を 投げるのが

仕事であり,打者は “よい球"が来れば直ちにこ

れを打つのが当然と考えられていた。だからこそ

戦術的に打者がこれを見送ったり,投手がそれを

投げなかったりする行為に罰則が科されたれたの

である。

①で初めて投手と本塁間の距離が定められた0。

(25頁参照)こ の時には本塁から45フ ィート (以

下 ftと 記す :筆者注)の 地点に引かれた投手線

を踏み越さない限り,投手は何歩助走して投げても

よかった。⑦では助走が本塁に対 して 4 ft間 隔

に設 けられた長さ 6 ftの 2本の線の間に限られ

ている。この投手線または投手ボックスは大きさ

を変えながら92年 まで存続する。投手線の前縁か

ら本塁までの距離即ち投球距離は81年 か ら 5 ft

のびて50 ftと なり,さ らに投手ボックスが投手

板にかわった93年から10÷ ft延長され60÷ ftと

現行通 りになった。但 し投手板を用いる投球法は

現行の通 り投手板から1歩前に踏み出して投げる

のであって,92年以前には,投手が最初にかまえ

る位置は,奥行き 5÷ ftの投手ボックスの後縁

であったから,93年の改変は実質 5 ftの 延長で

あった。

投球距離はこのように①から30数年間で実質的

に約10 ft長 くなり,投手に不利となったのであ

るが,投球方法の規定では腕の使い方の制限が緩

和され投手に有利に変ってゆく。即ち○では投球

法について,従来の窮屈なアンダーハンドピッチ

の枠が外されて,腕を肩の高さまで上げるサイド

スローが認められ,翌年の⑭ではオーバースロー

も合法化されたのである。

一方打者の立場からすると71年のルール改変は

大変な福音であった。即ちこの年の改変の 2大要

点の一つは,打者が投手に対して自分の好む高さ

のス トライクを投げることを要求する権利を認め

られたことであった。この時の改変の理由はそれ

に先立つ何年間かの投手優位の状況を変えるため

であると説明されている0。 この権利は⑩まで存

続する。このような工夫は既述のようにルール委

員会によって度々くり返されたのであって,①で

投球距離が最終的に60÷ ftに延長された際にも

類似の理由が示されている⑩。以上のように投・

打の均衡をとることは野球の魅力を保つための必

須条件であって,そ のためのルール改変は悪球出

塁制の球数の操作にも現われているように,80年
代前後に最も顕著であった。

B-5 野球の複雑化

80年代後半から90年代にかけては野球の試合運

びが著しく組織化,高度化 して来る。俗に言えば

野球が世智幸 くなって来たのである。

〇には 0ま たは 1ア ウ トで走者が 1塁にいる場

合に打者が三振をしたならば,捕手が第 3ス トラ

イクを直接捕球 しなくても打者はアウ トであると

いう三振不死不成立の規定がll ll,① には同様の場

面で打者が内野に容易なフライを打った場合には

野手がこれを捕球するのを待たず直ちに打者をア

ウ トにするというインフィール ドフライの規定が
｀

採用された凹。これらは守備側が故意に落球する

ことによってダブルプレーを成立させようとする

のに対する防止策であり,攻撃側を保護 して試合

の興味を保つための措置であった。

またカウン トをかせぐための故意のファウルお

よびバントのファウルをス トライクに数える規定

もそれぞれ①,⑭から登場し,記録の上で犠打を

認める規定も⑩に定められている。このようにこ

の時期には組織的な攻撃法,守備法の発達に見

合ったルールが定められたのである。

注記

(1)Chadwick,H.,The Ev01ution Of the National

Game,S.O.B.G.,1892, p.p.10～ 16

(2)1866年 以前のルールブックを見ることができな

かったので,こ れらの規定が65～ 67年の間のどの

年に制定されたのか明らかでない。

(3),(4),(5),注 (1)と 同じ

(6)Encyc10pedia of SpOrts,NIenke,F.G.,N.Y.,

Barnes & CO.や The Official Encyc10pedia of

Baseball,Turkin,H.&Thompson,S.C.,N.y.,

Barnes&CO.の 各版 ,

HistOry of Baseball,Danzig,A&Reichler,J.,

Prentice‐ Hall,1960 などにはこのように示されて

いる。

なお悪球出塁制の球数の変遷は以下の通 りである。

1879年   9球
80//       8 //

81～ 83年  7ク

84年   6ク
85,86年  7ク
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87,88年  5ク               ない用語であって,こ の辺には彼が得意としてい

89年   4ク (現行通りとなる)       たクリケットの香 りが漂っている。

(7ヽ (8ヽ 注(3)と 同じ              ルールの部分は次のような構成になっている。

(9)De W.B.G。 ,1871,p.p.13～ 14     (1)ハ イボール,ロ ーボール

00)So O.B.G。 ,1893,p.p.150,151    (2)フ ェアヒットとファウルヒット

|⇒ 但しこの年のみは4ス トライクで打者    (3)ス トライク

は走者となる規定が採用されているので,    (4)イ ニング

「四振」と言うべきであるが便誼上「三振」    (5)打者が走者になる場合

とした。                 (6)走 者が安全に塁を得る場合

0の この年にはインフィールドフライも三    (7)走者がアウ トになることなく帰塁すべき場合

振の場合と同様 0ま たは1ア ウト走者1    (8)走者がアウ トになる場合

塁の場面で成立するとなっているが,翌     (9)得 点

95年からは現行のように0ま たは1ア ウ    上記の(1)～ (9)の うち(8)以 夕れよほぼ原典の要点を

卜走者 102塁 もしくは満塁の場面で成   押えて書かれているが,(8)に 関しては重要な規定

立すると改められた。            の欠落が見られる。この条で彼があげているのは

以下の 5項である。

皿 日本 の野球 ル ール         (|)フ エアヒットが捕えられた時

(‖ )1塁 へ到達する前に走者が身体にボールを

A 第 1期の ルー ル           タツチされた時

(m)三振,七球 (悪球出塁),フ ェアヒットした

A-1  “Outdoor Games"F.W.Strange著       後に一塁に走るのを怠たった時

著者ストレンジは当時大学予備門の教師であっ    00塁 間でタッチされた時9但 し1塁でのオー

た。イギリス人であったにもかかわらず彼は日本     バーランの場合を除く

で外人仲間と野球をプレーしておりはまヽた暗Б史」    (V)フ ライが捕らえられた後,走者が占有してい

中で彼は同部の始祖に擬せられているので唸,彼      た塁に帰塁する前に身体にボールをタッチさ

自身野球に対して何分かの知識を持っていたと思     れた時

われる。本書の中で彼は野球の章を書くために    ⑫でこれに該当する条の15項 目中基本的な項目

“Spalding`Baseball Guide"を 参考にしたと述   である次の 3項目が欠落しているのである。

べている。その何年版を用いたかは明らかにして    ○三振直接捕球

いないが,後述するように恐らく本書刊行の前年    ○走者が 1塁 に到達する前に 1塁上で野手に

即ち1882年版を用いたと思われる。本書では全55     よつて球が保持された時

頁のうち約10頁が野球にさかれ,前半約 4頁で競    ○フオースアウト

技場と競技者およびその役割とが説明され,後半    もうひとつの重要なルールの欠落は,上言Ⅸl)～

約 6頁がルールにあてられている。全体の紙数が   (9)の 中に「打者がアウトになる場合」が入ってい

多くないので叙述はごく大筋の説明にとどまって   ないことである。⑫のこれに該当する条で基本的

いる。                       な項目は以下の 3項である。

競技場図は29頁の図の通 り,投手・本塁間を50    (|)フ ァウルヒットが 0又 は 1バ ウンドで捕球さ

ftと している以外には具体的な数字が示されてい     れた時

ない。またバ ッターボックスはなくファウル線は    (li)反則打球

1, 3塁 まででとどめられていて,ア メリカの同    (Ⅲ )捕手に対する守備妨害

時代の競技場図に比べて著 しく簡略化されてい    本書で野球にあてられた紙数をもってしては,

る。                        厖大な原典のルールのすべてをカバーすることは

前半部分の投手の項では,投球法についてス   到底不可能であったであろうが,上記 2点の欠落

ロー,ジ ャーク,ボウルしてはならず,ビ ッチす   は極めて基本的なことであって,初心者の生徒達

べしと説明している。上記の禁止事項の中でボウ   に野球の初歩をごく大まかに示す場合においても

ルという語はアメリカのルールブックには出て来   問題になる筈である。
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既述の競技場図の具体的な数字の省略とこれら
の基本的なルールの欠落とによって,②は内容的
に不充分であると言わざるを得ない。

④の原典を⑫であると推定 したのは次の理由に

よる。即ち,(イ )投球法をアンダーハンドピッチと

し,投球距離を50 ftと している。(口)悪 球出塁制
を七球としている。(イ )は アメリカにおいては① ,

⑫の形式であり,(口)は①からC)ま でと①,①の制

度であるが,当然①と⑩は④よりも時間的に後な
ので問題にならない。さらに,ケ ⇒彼が示 したルー

ル(7)「走者がアウ トになることなく帰塁すべき場

合」の条文中に “ifthe Umpire declare a FOul

Hit and the ball be nOt caught by a]Fielder be―

19三 9 1ou9hing the ground."(下 線筆者)の一節が
あるが,下線部が⑫のみにあって①,①にはない
ことによるものである。

A-2 「西洋戸外遊戯法」下村泰大編

本書は「outd00r」 刊行の翌々年,坪井らの「戸

外」にlヶ 月先んじて出版された。巻頭にス トレ

ンジ氏のアウ トドアゲームを骨子とし傍 ら泰西の

戸外遊戯を記述せる訳書を参酌 して編んだと述べ

られているに)。 野球を「ベースボール(打球おいごっ

こ)」 と呼び,こ れに約20頁をあてている。

構成は次の通 りである。

(1)遊戯場ノ整頓 :競技場の区画と守備位置

(2)演 習ノ準備 :チ ームの人数,攻守の決定,守備

者の名称

(3)実地演習ノ概況 :得点方法,回
(4)郊手ノ職責及ビ注意 :守備者の役割と心得

(5)打球者ノ注意スベキ要件 :打順,進塁の順序 ,

打者・走者がアウ トとなる場合,第 3ア ウ トと

得点との関係,打者が走者になる場合及び進塁

しうる場合

(6)判 者ノ責任 :審判の役割,見送りの三振,悪球

出塁制,種々の判定と宣告

(7)書記ノ職務 :記録者の役割

(8)勝敗ヲ決スル法

(9)器具 :バ ット,ベース,ボールの規格と材質等

以上のようにルールを特に別記せず,それぞれ

の節の中に併記する形式であるが,(5)以 下には条

文形式でルールが示されている。

掲げられているルールの要点をあげてみると,

競技場図は29頁の通 り,投球距離を45 ft,塁 間

距離を90 ft,投手線は4 ft間隔で長さ 6 ftの も

の 2本 とし,バ ッターボックスはなく,フ ァウル

線は1, 3塁 まででとどめている。この形は⑦の
それにほぼ等しいが,両者の相異点は打者線の有
無と塁の置き方とである。

投球法をアンダーハンドピッチとし,悪球出塁
と見送り三振はやはり⑦と同じく警告 (下村は説
諭としている :筆者注)後 3球制である。捕球法
は:三振とファウルヒットが 1バウンド制, フェア
ヒットが直接捕球制であって,こ れはアメリカの

64年から79年 までの制度である。打者に対 しては

④で定められた高低球の指定権を与えている。

基本的なルールの欠落は2ヶ 所ある。その一ヶ

所は正式の試合が 9回 で構成されているという箇

条であり,も う一ヶ所はス トライクとボールの定

義を示 した箇条である。

またルールの理解についてみると,塁の占有権
の解釈は正 しいのであるが,フ ォースアゥ トの方

法がはっきりしていない点が不充分である。これ

に関する①の原文は次の通 りである。

「閉 打球者ハ其打球セシ順次二随ヒテ漸次ニ

次ノ『ベース』二移ルヲ要ス今一打球者其事ヲ

終 リテ走者 トナリ第一『ベース』二走ラントス

ル トキハ第一『ベース』ニアル走者ハ直チニ走

リテ第二『ベース』二移 り第二『ベース』ニア

ル走者ハ第二『ベース』二第二『ベース』二在
ルモノハ『ホームベース』二走ルベシ若シ後進

者ノ走り来ル手モ拘ラス先進者尚依然其『ベー
ス』二止ル トキハ惰慢ノ罰 トシテ『アウ ト』 ト

ナル。」同
(下線筆者 )

即ち球を保持 した野手が走者の進むべき塁に触

塁 したならばそれだけで走者がアウ トとなるとい

うことが明示されていないのである。

以上のように①はアメリカの60年代後半から70

年代にかけてのルールを用いており,ル ール的に

は④よりも古く,ま た上述のような不充分さはあ

るものの,相対的に記述の分量が多いためもあっ

て,Oよ りも内容が豊かで整っており,且つ実際

的である。野球に関する限り両者の違いが大きい

ので,本書が「outd00r」 を骨子としているとは

言いえない。

A-3「 戸外遊戯法」坪井玄道 0田 中盛業編

本書では野球は「ベースボール (打球ノー種 )」

というタイ トルで掲げられている,下村も野球を

「打球おにごっこ」と呼んでいるところを見ると,

当時の日本人にとって野球とはボールを打つゲー

ムであるという印象が強かったのであろう。



野球には約30丁 (和綴 )があてられており,下
村のそれよりもさらに内容が豊かである。前半部

分で競技者の役割と競技概要とが説明され,後半

部分には35カ 条のルールが掲げられている,坪井

は体操伝習所で実地に野球を行なわせていただけ

のことはあって,前半部の叙述は実に具体的であ

り,守備者の役割の項においてバッテリー間のサ

インにまで言及 している輸)。

競技場図は29頁の通 り間・尺で表わされ,投球

距離は45尺,塁間距離は90尺,投手ボックスは 6

×4尺である。バ ッターボックスはなく,フ ァウ

ル線は 103塁 まででとどまっている。これらは

⑦と同じ形式である。〇にある打者線はOの条文
にはあるが図には記入されていない。ベースに関

しては0は①よりも新しい形式である。即ち本塁

が正方形であるのは④に等しく,本塁を含めた塁
の置き方は70年代後半から86年 までの形式であ

る。

投球法はアンダーハンドピッチ,悪球出塁と見

送 りの三振は警告後 3球制,捕球法はフェアヒッ

トの場合が直接捕球,フ ァウルヒットと三振の場

合が1バウンド捕球であり,こ れらは①と同様で
ある。

Oに関して注目すべき点は,Oの条文がその配

列順序と内容とにおいて○に非常に近いことであ

る。Oは 35カ 条からなり,①は43カ条である。〇
の末尾の方には降雨の時の処置,コ ール ドゲーム

,

放棄試合,グラウンドルールの設定,職業選手の

排除,審判と記録者の資格等Oに はない箇条があ

るが,こ れらはアメリカ野球選手協会 (NABP)
傘下クラブ間の試合運営に関わりが深い規定であ

るのでこれらを除くと,プ レーに直接関わる条文
の配列順序は両者一致している。この順序は④で

は大はばに変ってしまうので,0は この点におい

ては67年前後のルールブックか或はこれを忠実に

伝えた野球書に基づいて書かれたものと思われ

る。

内容的に両者を比較 してみると次表の通 りであ

る。

表○と○との内容の比較  035カ 条

① 43カ 条

内容が一致する条文数

Oに理解の不充分さがある条文数

Oに部分的欠落がある条文数 2+(1)

○が⑦より新しい規定をとり入れている条文数

C)に あって○にない条文数
⑦にあってOにない条文数 3+(6)

注( )内 の数字はN.A.B.Pの 試合運営に関わりが深いと思われる条文数 である。

※印は⑦よりも新しい規定を示す。
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上表のfの ( )内 の 6カ 条を除くと,Oに欠
けている①の規定は次の 3カ 条である。

⑦Sec.10 ボークとコール ドボールの時には

ボールデッドとなる。

Sec。 12 正規に進塁して本塁に達した走者
に対しては 1点が与えられる。

Sec.27 正規の打球を不正な方法によらず

直接捕球したならば打者はアウトであ

る。

これら3カ 条のうちで,sec.12は 「戸外」の

前半部の競技概要で述べられ,Sec.27は O中 の

他の条文でカバーされているので実質的に欠けて

いるのはSec.10で ある。つぎに cの 2ヶ 条のう

ち一つは悪球出塁の条文中でアンフェアボールの

定義を示した一節である。○はこれを「本塁の前
でバウンドしたり,打者の頭上を通ったり,打者
の反対側を通ったりした投球」

暉)と しているが,

Oで はこの一節がなく,単に「善キ球ヲ投ゲザル

トキハ判者之ヲ説諭スベシ而モ其命二従ハサル ト

キハ判者ハ『ワンボール』 卜呼ヒ…後略…」0と

している。もう一つは触塁の順序を示した箇条中
で帰塁の順序を定めた一節である。⑦ではこれを

3→ 2→ 1塁の順になすべきこととしているがO
ではこの部分を欠いている。

両者の相違で最も問題になるのは, b, d, e
である。 bの 3カ 条は017,18,20条 とこれに対

応するOSec.19920,22の 相違である。これら

は走者の帰塁の義務とフォースアウトに関わる規

定で,いずれも走者が触塁すべき塁に走者の到達

以前に,球 を持った野手が触塁することによって,

走者がアウトになることを定めたものである。⑦
では既述のように (8頁参照)表現している。O
の方では,フ ォースアゥトを規定した第20条 を例
にとると,次のように表現されている。「演習者
ハ球ヲ打ツ順序二循ッテ其『ベース』ヲ取ルベシ

而シテー演習者アリ球ヲ正シク打チ且球ノ飛ブFED

二敵ヨリ受取ラル、ナキ場合ニハ第一『ベース』ハ

速ヤカニ空ラルベシ若シ此時其次ノ『ベース』ヲ

充タセル人アル トキハ其演習者モ1贋序ヲ追ッテ次
ノ『ベース』二走ラザル可カラス若シ前ノ『ベース』
ヲ充タセル演習者ノ走り来ル トキ尚其『ベース』
二lLル トキハ『アウト』トナルベシ (一『ベース』
二二人止マル トキノ)前 ヨリ止 レルモノ『アウ ト』

トナルナリ)」
0(下線筆者)①の場合と同様に,

①Sec.22の 最後の一節が正確に訳出されていな
いのである。これは017,18条 でも同様であって,
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これらの部分がOの中で原典理解の不充分な箇所
である。

dの 4カ 所は既述の本塁の形状と各塁の置き方

とに関する 2箇所と, 1塁オーバーランを容認し

た箇条および審判がタイムをかける条件は試合当

事者の負傷と突然の降雨との場合に限ると定めた

箇条の合計 4カ 条であり, eは審判によるボール

とス トライクの宣告はボールが本塁上を通過 した

後にせよという一カ条である。これらはいずれも

70年代のルールには見られるが①にはない規定で

ある。本書で採用されている70年代のルールはも

う一つある。それは①の重要改正点の一つであっ

た打者の高低球の指定権である。しかしこの規定

は0の条文中には掲げられていない。即ち坪井ら

は投球法の解説の項で次のように述べている。

「ビッチャル (投球者)ハ…中略…又可及的球ヲ

『ホームベース』ノ位置二近ク且打球者ノ企望ス

ル高サニ之ヲ投グルコトニ注意スベシ (規則第五

条ヲ参看セヨ)」
00(下線筆者)こ のように解説し

ながら奇妙なことにOの第 5条ではこのことに関

しては一言もぶゝれていないのである。

以上のことから考えると,0はルールの骨子や

配列については67年前後のルールブックによった

が,こ れに当時の日本で実際に用いられていた70

年代のルールを加えて構成されたと思われる。

Oは二,三の不充分さや欠落があるけれども60

年代後半から70年代にかけてのアメリカの野球

ルールをかなり正確に伝えており,こ の点では①

よりもさらに質が高い。坪井らを指導者とする体

操伝習所の洋式スポーツに対する理解の深さを示

しているといえよう。

A-4 その他

文献表第一に掲げた通り,こ の期の野球文献と

しては以上の 3点以外にもう3点ある。

横
―

の「責地饉育法」は岡山学校で出され

たもので,野球は「打球戸外遊戯第四種ベースボー

ル」という題名で掲載されている。彼は野球の規

則は非常に繁雑であるのでここに掲げるのは最も

簡易な方法であると述べ, 7ヶ 条のルールと5ヶ

条の注意とを示している。ルールの中には,フ ラ

イアウト,進塁の順序,タ ッチアウト,フ ァウル

ヒット,塁の占有権等があげられているが,非常

に簡略化されているので理解しにくく,ま た何を

参考にしたのかも明瞭でない。

相沢,許斐の「小学遊戯法」は福岡で出され,

その中で野球は「打球鬼 (ベースボール)」 と名

付けられ,和綴で約16丁 があてられている。彼ら

も野球は小学校には向かないと考えていたようで

ある。外野を郊手としている点や,「打球鬼」と

いう名称および全体の構成から見ると下村の影響

をうけていると思われる。

これに対 して新潟で出された丹羽 0室野の「戸

外遊戯法」は,野球を「ベースボールー名打球」

としていて,内容と図からみて坪井・田中のもの

を抄録 したと思われる。

A-5 第 1期の特徴

第 1期の野球文献所収ルールのうちで最も新し

い規定を用いているのは④である。しかしルール

の内容の理解とか基本的な規定の具備という点で

は60年代から70年代にかけてのルールに拠ってい

る①,Oの方がすぐれている。とくに後者は構成

においても原典に近く,条文の解釈も正確であっ

て質が高い。地方で出された文献が 3点 とも野球

に対 して「打球」という名称を用いていることで,

この時期の下村,坪井らの影響の大きさをうかが

いうるのであるが,坪井および体操伝習所の影響

力を考えればOが最も広 く読まれたとする斉藤の

指摘は首肯 しうるはD。

このように第 1期のルールの主流は,ア メリカ

の60年代から70年代にかけての形式即ち投手はア

ンダーハンドピッチ,悪球出塁と見送 り三振は審

判による警告を伴い,捕球法はフェアヒットが直

接捕球,フ ァウルヒットと三振が 1バ ウンド捕球

であり,打者には高低球の指定権があるというも

のであった。

原ルールの理解に関して,こ の期の文献に共通

して見られる特徴は,いずれもフォースアウ トの

方法を理解するに至っていないことである。この

点に関しては第 2期 をまたねばならなかった。

第 1期のルールは概 してアメリカのルールに忠

実であって,。 これと相反 した日本独自のルールを

殆んど使っていないのであるが,た だ一箇所だけ

Oと④とがともに例外的に原ルールに反 している

部分がある。それは打球がインフライ トで樹木や

壁に当った後捕球された場合の処置である。アメ

リカではこのような打球はもちろんファウルで

あってアウ トではないが,①もOも前もって特別

の協約がない限りこれをアウ トにせよ,と してい

る。この規定のみが当時の日本独自のものといえ

よう。a。

ちょうどこの時期には,日 本で初めて組織的に

野球を行った平岡熙が率いる新橋鉄道局のアスレ



チック・クラブが活躍 していた筈である。この

チームは平岡の弟寅之助の言によれば,明治16年

にアメリカから規則書を送ってもらい,翌年には

スポールディング社からボール,バ ット,マ スク

等の道具一式を得ていたというからは〕,④よりも

さらに新 しいルール,恐 らく⑬で野球を行なって

いたのではないかと思われる。この段階になれば

投手は50 ftの 距離からサイ ドスローで投げ,捕
球法はすべて直接捕球,悪球出塁は七球制であっ

た筈であるが,史料的にはっきりしないし,下村 ,

坪井らの著書に見られる70年代のルールが,そ の

影響をうけたことによるものであるかどうかはわ

からない。

注記

注(1)拙 著,ス トレンジ考,体育学紀要第 7号 ,東京

大学教養学部体育研究室,昭和48年 , 7～ 22頁

(2) 「部史」, 1頁

(3)  「Outdoor」 , 45頁

に)「西洋」, 凡伊J

(5)同上書,ベースボール第五

(6) 「戸外」,71丁

(7)B. D.B.P。 ,1867, p.15

(8) 「戸外」983丁

(9)同上書,88,89丁

00 同上書,70丁

llll 斉藤二郎は「この本は当時としては最も整った

好書といってよく,そ の証拠にはこの後十二,三

年間というものは,全国の各学校間で殆んど独占

的に愛読されたものだった。」と述べている。野球

文献史話,読売スポーツ,昭和27年 4月 号52頁。

Ca 下村は「西洋」の 畔J者 ノ責任」の章第 4項 目に,

坪井 らは「戸外」の35カ 条のルールの後に付けら

れた畔J者の職掌」の第 5項 目にこれを掲げている。

両者の内容は殆んど同じである。

0⇒ 平岡寅之助,我が国野球界の変遷,大阪朝日新聞 ,

大正 4年 8月 5日

B 第 2期のル ール

B-1「第一高等学校野球部史付規則」

同校校友会雑誌号外

このルールから日本の野球はオーバースロー

ビッチングの時代に入イ。本書は “野球"と いう

訳語を初めて世に紹介した文献であって,そ の造
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語者中馬庚が本文を書き,巻末に付けられた仕合

規則を一高生伴宜が書いている。伴は規則編の冒

頭で,日 本の野球界共用の規則とするためにアメ

リカのベースボールガイ ド中のルールを訳述 した

がアメリカの野球はプロであって些細なことにま

で干渉 しているのでそのような規定は尽く省略し

たと,述べているは)。

規則編はまず競技場図を示 し,つ ぎに守備者と

攻撃者の役割,競技の概要を簡略に述べたのち

ルールを箇条書で列挙する構成となっている。

競技場図は30頁の通 り,第 1期 のものに比べて

整ってきており, 2塁のおき方とファウル線外の

区画を除いては①から⑫までの形式と同じであ

る。

○には87年から89年までの間に制定されたアメ

リカのルールがかなり入っており,ア メリカルー

ルは89年から91年 までの間には目立った変化がな

いので,○は恐らく⑩から⑪までのいずれかに基

づいていると思われる。この期の原典と○とを比

較してみると,○では原典中の施設,用具,審判,

記録,フ ィール ドルール等の規定はすべて除かれ

ており,ま た条文の配列も原典とは異なっている。

しかし,プ レーに最も深い関係がある投手,投球

規定から走者,走塁規定までの部分については各

規定が簡略化されてはいるが基本的な規定には殆

んど落ちがなく,後述する問題点を除いてかなり

正確に解釈されている・。

投球距離は50 ft,投 球法では腕の動作に対す

る制限がなくなり,捕球法はすべて直接捕球制を

とり,悪球出塁制では四球制を正式であるとしな

がらも一高は五球制をとっており場合によっては

七或は九としても差支えない,と いう柔軟な態度

を示している。このように○においては第 1期の

段階よりも一歩進んだ形式の野球となっていて,

上記以外にも第 1期の文献中には見られなかった

ルールが幾つか入っている。そのおもなものを挙

げてみると次の通りである。

(1)故意のファウルヒットをス トライクにする。

(2)死 球出塁

(3)反 則投球出塁

(4)フ ェアの打球に野手がも、れる前に走者がる、れ

たならばその走者をアウ トにする。(下線筆

者 )

(5)フ ァウルチップ

(1)～ (3)は ①で,(4X5)は⑩で定められた規定であ
る。
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ルールの理解の点では二,三問題がある。その

一つは①で定められた三振不死不成立の規定に関
してである。このルールの趣旨は10頁 で述べた通

りであるが,伴は原典にならって,こ の規定を打

者がアウ トとなる場合の条に掲げたものの,こ れ

を次のように訳 している。「三タビ strikeヲ ナシ

タル トキ (打者はアウ トとなる :筆者注 )但 シ 1

st Baseニ ベーすRunnerアレバCatcher力 3 strike

ノ球 ヲ受ケレバ Outナ リ落スカ又ハ l st二 らん

な―ナケ レバ Catcherハ 打手が l st二達スル前
二球 ヲ l st二投スルカ又ハ球ヲ以テ之 ノ打手ニ

鯛 レシムレバ ouけ り」
哺|(下

線筆者)以上の内

容では先に述べた本規定制定の意味は全 くなく

なってしまうので,伴はこのルール制定の真意を

理解 しえていなかったといわざるをえない。

その第二はファウルチップの規定に関してであ

る。⑩では,打者のバットをかすったファウルヒッ

トで打者の頭 より高 く上が らず,本塁から10 ft

以内の地域で捕手が直接捕球 した打球はファウル

チップと称 して打者をアウ トとせず,捕 らえられ

なかったファウルヒットと同様に扱う,と なって

いるが○では単にファウルチップの際には走者は

安全に帰塁するとだけ書いており,走者に対する

処置は正 しいけれども,肝心のファウルチップの

定義を示さず,ま た打者に対する処置をも示 して

いない。

第二 は前期か ら続 いている問題 であって,

フォースアウ トの規定に関してである。彼はこれ

を次のように書いている。「打者力走者 トナリテ

l stベ ーす二赴 く際ノ l stに在ルモノハ必ス 2

nd二 赴カサル可カラス敵 ノ球二鯛ルレバ ouけ
り」

に)フ ォースの状態については理解 しているが,

次塁で 1塁 と同様の方法でアウ トになるという最

も重要な一節は依然として抜けているのである。

以上のように○の内容は89～ 91年段階のアメリ

カのルールと対応 しているが,三振不死不成立の

規定の例に見られるように,こ の時期に成文化さ

れつつあった組織的な野球に対応するルールまで

には理解が及ばなかったようである。しかし一高

の野球の実践をも、まえているので,こ れ以前の段

階のルールに関しては簡略化 しながらも実際的に

まとめ上げている。

「部史」が刊行された時期は,東京の諸学校間

で対校試合が行なわれるようになってからすでに

10年 あまり経過 しこれらの学校の中では一高が最

も強かったので,俗に「一高時代」と呼ばれている。

対校試合の盛行に伴ってこの時期には後述するよ

うな日本独自のルールが生 じてきている旬。一高

は当時の覇者であったから一高が常用するルール

に権威が生 じてきたことは当然であったが,一高
のルールの中にもアメリカの原ルールにはないも
のがかなりあり,こ れらを含めて一高が常用 して

いたルールが「一高式ルール」と呼ばれていたの

である。○は「部史」に付けられた規則ではあるが,

これを「一高式ルール」と考えるのは早計であっ

て,○の中には日本独自のルールは○第15条0の
「パスボール」ただ一カ条 しか入っていない0。

この点から考えると,む しろ伴には「一高式ルー

ル」からはなれて,少 くともプレーに直接関わる

部分ではアメリカの原典に即 しこれを日本共用の

ルールにしようとする姿勢が見 られると言えよ

う。

B-2 「野球」中馬庚著

本書に関しては前掲論文「ベースボールから野

球へ」で詳細に検討を加えているのでそれを参照

されたい。

「野球」は明治29年 5月 の外人試合以後全国的
に声価が高くなった一高野球部に対 して中学生層

から質問が殺到し応対に窮 したので,ま とめてこ

れに回答する意味で当時同部のコーチ役であった

中馬が執筆 したものであるばL全編で250余頁,総
論,略史,練習,撰手各論,仕合,審判,結論 ,

仕合規則という構成になっていて,同時代の類書

中最も大部で体系的であり,一高式の野球を中学

生向きに集大成 したといえる内容である。

ルールは末尾の50頁余 りをさいて掲げられ,彼
の言 に よれ ば「順 序 及 び催裁」 は1896年 の

“Spalding's Official Baseball Guide''に よった

が内容は一高の野球部と商量 して「潤飾」 した点

が少なくない,と いう。彼も伴と同様にアメリカ

の野球がプロとして発達 してきたためルールにお

いても日本の学生向きでない点があると述べてい

る0。
①は72ヶ 条で140余の規定があり,①は51ヶ

条で80余規定である。両者を対照してみると,彼
が削除したのはフィール ドルール,記録法,定義
の全部と審判,施設,用具の一部であって彼我の

組織や物質的な条件の相違によって日本では不必

要であると彼が判断した規定である。ブレーに直

接関わるルールは変更されてはいてもあまり削除

されていない。

競技場図は30頁 の通 り,日 本で初めて投球距離



を60÷ ft制 とし,尺に換算して61尺としている。

⑮との相違の第一はアメリカで①から採用されて

いた投手板を用いず依然として投手ボックスを使

用 していることである。そ して上述のようにこれ

を61尺の地点においたので,投手はプレー ト制よ

りも 1ス テップ分距離を損 していたことになる。

この点は後掲の①,①,①もこれにならっている。

第二はファウル線外の区画を殆んど無視 し,ま た

ファウル線を 1, 3塁の後方10間の点でとどめ,

そこに標識用の旗を立てるとしたことである。こ

れは彼が日本の野球場の現状を考慮 した結果であ

ると思われる0。

プレーに直接関わるルールについて,中馬の原

典に対する理解は非常に正確であり,それらを削

除或は変更 した場合にも原典の趣旨を説明したう

えで削除 。変更した理由を掲げている。同期の文

献中で誤解 されたり又は理解が不充分であった

フォースアウ ト,フ ァウルチップ,三振不死不成

立,イ ンフィール ドフライ,パスボール等の規定

についても正 しく解釈 している。例えばフォース

アウ トに関して,フ ォースの状態になった走者は

「・……中間ノ走者 outニ ナラサル以上ハ既二其現

在ノベーすヲ有スルノ権ヲ失ヒタルモノト見倣シ

次ノベーす二於テ殺サル コヽ ト恰モI・ B二於ケル

力如クナルヘシ」00(下線筆者)と長年見過ごさ

れてきた最も重要な下線部の一節を初めて正確に

訳出したのである。プレーに直接関わるルールで

彼が削除或は変更したおもなものは次の通りであ

る。

(1肩者アウ トの条からインフィル ドフライと三振

不死不成立の項を除いたこと。

(2)走者が打球にぶゝれた場合に当該走者は①の通り

アウトとするが,他の走者に対しては試合停止

の処置を適用しないとしたこと。

(3悪質なブロックが発生した時,①のようにその

ボールが投手の手に戻されるまで走者を最後の

塁にとどめるという処置をせず,た とえ塁間で

あってもプロック発生の時点にいた地点に走者

をとどめ,ボールをプロック発生の地点に戻し

た後ブレーを再開するとしたこと。

これらについて彼は⑮の趣旨を説明したうえ

で,(1)は 未熟な打者への懲らしめとしてこれらの

規定を削除すると厳しいコメントを付けている。

しかし実際には○の三振不死不成立の例に見られ

るように,こ のような高度化した段階のルールは

まだ日本の中学生の野球には不必要な規定であっ

17

たであろう。(2)に ついては野球の試合か ら活気を

そがないためには試合停止の処置をとらない方が

よいとし,(3)に ついては,ア メリカのプロ野球の

特殊事情によって定められたルールであるからこ

れに従う必要はなく,①の処置の方が公平である

と述べている。

中馬が独自に設けたルール,即 ち①にはなくて

○にある規定は次の 3条項である。

(1)ロ ス トボール

(2)フ ォースの状態でない場合でも2人の走者

が一つの塁に触塁した時には後位の走者に占

有権を与える。

(3)タ イムの時投手が投球 しても無効である。

(1)は ボールが叢や溝に入って見えなくなった

場合に悪質なブロック発生の場合 と同じ要領で

野手 と走者 とをとどめ,ボールが発見された時

点で試合を再開するという規定である。この規

定はこの期の〇以降のすべてのルールに掲げら

れているので,当時の 日本の不備なグラウン ド

状況からするとまさに不可欠な「日本式ルール」

であったと思われる。(2)は 非常に重大な規定の

追加である。この規定は占有権本来の考え方 ,

即ちフォー スの状態になった時以外には前位の

走者は次の塁に触れるまで既得の塁に対する権

利を失わないとする考え方 と矛盾するのである。

彼は①の別の条で占有権についての正規の規定
を正確に訳出し掲げているので1つ ,その原理に

ついては承知していた筈である。この規定のみ

ならず既述のブロックボール,ロ ストボール
,

走者が打球にふれた際の処置等にも見られるよ

うに,①では全般的に走塁に関して①を離れて
独 自の規定を定めようとする傾向がある。これ

らの規定がすべて当時の一高の慣用ルールに含

まれていたかどうかははっきりしないが,中 馬

が原典の規定を承知 したうえでなお且つ独 自の

規定に執着 しているのは,走塁に 日本の野球の

独 自性 を打ち出そうとする彼の意図の現われで

はなかったか と思われる。D。
(3)は 当然のことで

中馬が念のために付け加えたものであろう。

①は形式においては①に忠実であり,内容に
おいてはこれを充分に理解しながらも,「野球」

以前の諸文献に見るように原典に忠実であろう

とする傾向を排して, 日本の現状に立脚した「潤

飾」を加え,日 本の学校に適したスタイルの“野

球"を 創出しようとしている。これは非常に注

目すべき試みである。この意味で「野球」は画期
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的文献であるといえよう。

「野球」は後出の「新式」,「最新」とならんで ,

第 2期 の類書中では最 も売れ行 きがよく,「野

球」 は出版後約 4年間で 7版,「新式」 はやは

り約 4年間で11版 ,「最新」 にいたってはわづ

か 1年間 6版 も重ねている。 しか し内容的には

前 2者がはるかにまさり,全体の構成 と一貫性 ,

格調の高 さにおいて「野球」が最 もすぐれてい

る。

注記

(1)「部史」,53頁

(2)こ の部分は⑩の第30条から第48条 までの部分に

あたり,原典では59の規定がある。このうち○か

ら欠落 しているのは15規定であるが,15規定中の

基本的なルールは⑩の第31条 「アンフェアボール

(ボール)の 定義」 と第36条 「第 3ア ウ トと得点

との関係」の 2ヶ 条である。

(3)「部史」,57頁

に)同上書,62頁

(5)本文22頁参照 (Ⅲ ―B-8)

(6)○ では次のようになっている。

十五,左 ノ場合二於テハ outト ナル¬ナ クベー

すヲ取 り得

O Pass Ball(Catcherノ 手ヲ鯛 レスシテ後

ロニ Passシ タル Pitcherヨ リノ球ヲ云フ)

⑩では次のようになっている。

Rule 46 Entitled Bases “The Base Runner

shan be entitled,without being put out,to

take the lBase in the following cases:"

Sec。  4 .  If a ball delivered by the Pitcher

pass the Catcher and touch the Uinpire or

any fence or building within ninety feet of

the Home Base.

元来 この規定は本塁の後方のスペースが正規の

ルール通 り90 ftな く,90 ft以 内にフェンスや建物

があるグラウン ドにおいて捕手に逸球があって投

球がそれ らに当った場合の処置 を定めたもので

あった。正規のグラウン ドならばこのような場合

はin playで走者はアウ トになる危険をおかして幾

つでも進塁 しうるのであるが,日 本ではグラウン

ドの条件に関係なくすべてに安全進塁権を与えて

しまっている。アメリカではこの規定は④からあ

る。

(7)易 水生,恩師の墓に詣づ,徳島県立脇町中学校

同窓会誌第 7号 昭和10年 12月 ,19～ 22頁

(8)「野球」,199,200頁

(9)拙著,ベースボールから野球へ,前掲35頁

O①  「野球」,241,242頁

0⇒ 同上書,232,233頁

0の 注 9と 同じ,48頁

B-3 「新式ベースボール術」,「野球叢

談」 高橋雄次郎著

著者高橋は明治30年 に一高を卒業 し,「新式」

の初版が出された時には東京帝国大学工科大学々

生であった。彼は野球の選手ではなかったが,最
初のスポーツ専門誌である「運動界」の編集メン

バーであり ,野球に造詣が深 く野球界の内情に

も詳 しかった。彼はこの時期に「新式」以外に「叢

談」をも書いているが,こ の書は「新式」出版の

1年 4ヶ 月後にその訂正・増補版の意味で出され

たものである。後述するように高橋の野球ルール

は「叢談」の段階で完成されているので,こ こで

合せて扱うことにしたい。

「新式」の構成は次の通 りである。

一 野球場

二 野球用器械

三 仕合と撰手

四 キャプテーン,監督及補助撰手

五 審判

六 規則

七 仕合経過記載法

規則の部には投手9打者,ア ウ
。
卜とセーフ,走塁 ,

タイムとプレー等に関するルールが含まれてい

る。それ以外のルールは他の章の中で扱われてい

るので,①のようにすべてが原典に即した箇条書

になっているわけではない。彼は「叢談」中で当

時日本で用いられていた試合規則書について「三

通りあり『米国野球同盟の仕合規則』 (年 々改正

す),墳馬氏の『野球』及『新式ベースボール術』

とす」と言い,ま た「新式ベースボール術は1898

年の原規則と一高慣用の規則を合して組み直して

書きたるもの……」(1)と 述べている。この前段の

言にはやゝ自己宣伝の臭いがあるものの,内容的
にみると当時の日本の野球文献中ではやはり彼と

中馬のものが出色の存在である。後段で初版の①
の原典として①を用いたとしている点には一寸問

題がある。というのは①中のファウルチップと死

球出塁に関する規定は明らかに①のそれであり,

しかも「叢談」で①を訂正した際にこの両規定が

①以降のものに変っているからである②。したがっ

て「叢談」の段階ではじめて①が用いられたので



はないかと思われるのである。

ともあれ前述のように①の特徴は「一高慣用

ルール」と並んでアメリカの最新ルールが盛 り込

まれていることである。競技場図は31頁 の通 り,

日本の野球書で初めて投手板を採用 し,フ ァウル

線外の区画も原図に近い形で描いている。但 しベ

ンチの位置は原図と異なっており,主将・コー

チャー線は初版では記載されていない。

プレーに関する規則においては,彼は投手板の

採用に伴って投手板と投手ボックスとの両様の使

用法を説明し,プ レー トの使用法はプレー トを踏

んだ姿勢から一歩踏み出して投球すべしと正 しく

解釈 している0。 また中馬が削除した三振不死不

成立とインフィール ドフライの規定も採用してい

る。ここが〇と①の最も大きな違いである。

このような斬新さがある反面で①には彼自身も

述べているように,ア メリカの原典とは異った日

本式のルールをも残 している。それらは次の通り

である。

(1)ロ ス トボール

(2)悪 質なブロックの際の処置

(3)走 者がフェアヒットにも、れた際の処置

(4ン スヾボール

(5)バ ン トヒッ トをした打者をアウ トにする。

上記の各項中(1)～ (3)は〇と,(4)は○と同じ内容で

ある。

以上のように①はアメリカの最新ルールを盛 り

込んでいる点で第 2期の文献中最右翼であるが ,

それらの新ルールに対する理解は必ずしも正確で

はなく,初版の段階ではむしろ誤解 している部分

が多い。既述の通り①と〇との最大の相違点は三

振不死不成立とインフィール ドフライの規定の採

否にある。この両規定は野球の高度化の指標であ

ると言ってもよいものであって,中馬はあえてこ

れを捨てたのである。①では三振不死不成立の規

定について,三振 した打者は場面と捕手の 3ス ト

ライクロの捕球如何にかかわらずすべて直ちにア

ウ トとなり,走者には影響を及ぼさないとし,イ

ンフィール ドフライの規定については走者 1塁 ,

102塁 ,満塁の場面ではフライの打球が直接捕

球されても走者には帰塁する義務がないから走者

はどんどん進塁してもよいとしているば。(下線筆

者)前者に関しては適用範囲を拡大 しすぎている

し,後者は明らかに誤まりである。(10頁参照 )

「新式」の初版にはこのような誤まりや不充分

さがかなりあったので,高橋は「叢談」中で謝罪
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文を掲げに}こ れらを訂正 している。むしろ「叢談」

はそのために出版 されたとさえ思われるのであ

る。即ち「叢談」では三振不死不成立,フ ァウルチッ

プ,死球出塁の規定は訂正されて①通りとなり,

競技場図には主将・コーチヤー線が書き込まれ

た。しかしインフィール ドフライの規定に関して

は場面の設定は原典に近くなったものの,依然と

して走者の帰塁の義務がないとした誤りはそのま

まであった。これらの訂正を行うとともに彼はこ

の段階で①に残されていた「日本式ルール」を大

はばに廃棄或は改正した。上掲の日本式ルーノL/12),

(4L(5)を①通りとし,(1)は従来の処置を一部改め,

走者を事態発生時に占有していた塁の次の塁にと

どめるとし,(3)の みをそのまま存続させている。
このようにして○は①に近いルールとなったので

ある。(下線筆者 )

以上のように①,0はルールの理解においては

○に及ばなかったものの,新 しいルールの採用に

関しては最も積極的であって,時代の最先端をゆ

く内容になっている。また原典にてらして日本式

或は一高式)ルールの非を指摘しこれを改めてい

る点でも注目されるべきであろう0。 高橋のこの

両文献は平易な文体で書かれ,用具の製作法や購

入の便誼をも詳細に記述しているので,こ の面で

も大へん便利で「野球」よりも大衆性を備えてい

る。「新式」が版を重ねたのはこのようなことに

起因するであろう。

B-4「 野球仕合規則」赤門むらさき著0

この規則は当時の人気雑誌「少年世界」の夏期

特別増刊号に掲載された。このこと自体がこの頃
の野球人気を物語るものである。ベースボールを

野球とした標題とペンネームとから推 して著者は

一高系の人物であったであろう。

本文の構成は○と似ており,競技場図,用具,

試合と競技者の概要の説明に続いて投手,打者,

走者に関する26ヶ 条のルールが列挙されている。
競技場図は〇と殆んど同じである。悪球出塁は

四球制,捕球法はすべて直接捕球であり,最も新
しいものとしては⑮に定められたファゥルチップ
をス トライクに数える規定を採用しているが,イ
ンフィール ドフライや三振不死不成立の規定は採
用していない。

①の特徴は以下の4カ条のルールが入っている
ことである。

(1)ロ ス トボール
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(2)バ ン トヒッ トをした打者はアウ トである。

(3)打者が三振 し,第 3ス トライクを捕手が直接

捕球 した場合,他の走者はフライが直接捕球

された時と同様に占有 していた塁に帰塁 しな

ければならないに
な

(4ン スヾボール

これらは「叢談」中で一高の旧ルールでは用い

られていたとされている。⑥はルールの基調は○
のように組織化された戦術以前の野球の段階にと
どまっており, しかも○や〇にない(2L(3)な どの

規定を含んでいるので,当時東京周辺で行なわれ

ていた対校試合の野球の面影を最も多くとどめて

いるルールではないかと思われる。

B-5 「野球規則」 山口高等学校野球部

編

この規則は山口高等学校野球部が県下の諸学校

の共通規則を確立するために編集したもので,刊
行時にすでに広島県下を含む近隣の10校 ほどの中

等学校から頒布を依頼されていた。純粋のルール

ブックとしては日本で最初のものであって,編者

によれば山口県における常用の規則を西斗酌 し,斯
道の諸先輩の著書を参考にしてつくったという

°
な

全編60頁を次のように10章 に分け,箇条書とし

本格的なルールブックの体裁をとっている。

一 球場

二 用具

三 選手分類

四 仕合分類

五 投球分類

六 打球分類

七 第萱攻撃

八 第試攻撃

九 役員規定

十 採点規定

この配列は当時のアメリカの規則書とほぼ一致

するが,内容的には独創的な点が少なくない。例

えば用具の章にはアメリカではボール,バ ット,

グラブ, ミット,ベース,ユニフォーム,スパイ

クシューズ等があげられているのに対して,①で

はユニフォーム,ス パイクシューズがない代りに

マスク,ネ ット,帽子,旗,審判用インディケー

ター,捕手の防具等こまごましたものまでが入っ

ている。

競技場図は31頁の通り,①と③とを混合した形

であり,投手板も採り入れられている。その他の

ルールは〇に近く,ロ ストボール,無効投球9塁

の占有権の規定等の採用,イ ンフィール ドフライ

と三振不死不成立の規定の不採用とはいずれも〇

と軌を一にしている。但 しロス トボールとブロッ

クボールの際の走者に対する処置は〇と多少異な

り,走者は塁間にとどまらず事態発生時に占有し

ていた塁に戻ってプレー再開をまつとなってい

る。

日本式のルールとしては

(1)ロ ス トボール

(2)悪 質なブロックの際の処置

(3)故 意にファウルヒットをした打者はアウ トで

ある。

(4)バ ントヒットをした打者はアウ トである。

(5)走者がフェアの打球にも、れた場合に当該走者

をもアウ トとせず,すべて in playと する。

等が見られる。(lL(2)は〇にもあり,(4)は ① ,

①にあるが,(3L(5)は①のみに見られる規定であ

るので,山 口県の常用規則の成文化であると考え

られる。

⑪には①,①の影響が見られ,「斯道の諸先輩
の著書」とは「新式」と「野球」とを指している

のであろうが,ル ールの内容や文章表現において

は後者の影響がより強く表われている。しかし⑪
の中で一箇所だけ上記の両著書にない新しい部分

がある。それはファウルチップの規定であって,

①では「『ファウルヒット』ニシテ投手ノ投球ソ

ノ方向ヲ妨ケラルルコトナク捕手ソノ位置にアリ

テ受ケタル球ナリ……」 00と なっている。この表

現は①やこれに拠った〇,① (初版)に はない表

現であり,(16頁参照)①の “a ball… that goes

fOul sharp frOnl the bat tO the catcher's hands。

CD"に 近い。

⑪は当時日本で行なわれていたローカルな野球

のルールと,こ れに対する中馬や高橋雄次郎のも)

ののような先導的な野球書の影響をうかがううえ

で格好な文献である。

B-6 「最新ベースボール術」高橋忠次郎ヮ

依田直依,小野泉太郎編

本書は上記 3人の大日本体育会教授達が同会の

指導用として編集 したものである。同会は当時毎

年 1万円の国庫補助をうけて体操科教員養成或は

体操,水泳,射撃術の指導等の事業を行なってい

た0。 後述するように本書が内容的には粗雑で,

ルールにおいても独特ではあるが斬新さもないに

もかかわらず版を重ねているのはこのような会の



組織 をバ ックにしていたか らであろう。

競技場図は投手ボックスを用いた①のそれに近
いが投球距離は示されていない。また投手ボック

スの大きさは5× 3尺,打者ボックスの大きさは

3× 2尺となっていて本来のサイズよりもかなり

小さい。本書ではこのような特異さや杜撰さが散

見される。捕球法はすべて直接捕球制,悪球出塁

を七球制とし,フ ァウルチップをス トライクとし

ており,イ ンフィール ドフライ,三振不死不成立

等の新 しいタイプの規定は採用されていない。こ

の辺は○,① レベルの野球である。

日本式のルールではロス トボール規定を採用 し

ている。特異な規定としては,走者が打球にぶゝれ

たならば当該走者はアウ トであるが,た だし一度

バウンドした打球ならばこの限りではない,と い

う奇妙な規定を掲げ,ま た本会では適用 していな

いがと断って「パッスボール」と「ネットボール」

なる規定を示 している。前者は投手が捕手からの

返球を取 り損ねた場合の制裁規定であり,後者は

捕手が投球を逸 してボールが後方のネットに当っ

た場合の制裁規定であると説明されているが,本
来ならば後者がパスボールであり,前者は制裁の

対象として規定されるべき事項ではない。ネット

ボールという名称は本書以外では第 1期,第 2期

の文献を通 じて他に見当らない。このような点に

も特異さが見られる。

④の特異性を象徴的に示すものとして次に掲げ

る死球出塁の規定がある。

「デッ ドボール (Dead Ball)投球者が不正の

球を投 じて打手の身体に強く当りたる場合に於て

審判官は『デッドボール』『テーク』『ユーア』『ベー

スJと宣告 して打手に第一塁を典遮ゝ然れども投球

者が投ずる猛烈なる熱球を恐れて幾分なりとも避

くる体容ありたるときは前者の宣告をなさずに単

にアンフェアーボール即ちボールと宣告す。

本会の野球団にては打手たるものの思想の磐石

なるを賞せんとの旨意にて第一塁を典ぶ、る事とせ

り。これは打手たるものは抜群の剛漢にあらざれ

ば到底此の恩典に典かることを得ず……後略…

…」。|(下線筆者)本来の死球出塁規定とは全く

逆の趣旨で 1塁を与えようとする規定になってい

るのである。このようにOはルールの斬新さとか

緻密さ或は一貫性といった点では問題にならない

けれども,独特のルールを掲げているという点で

特異な存在である。
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B-7 その他

この期のその他の野球文献はルールの面ではあ

まり詳 しくなくまた目立った特徴がないのでここ

でまとめて簡単にぶゝれておく。

「ベースボール術」高橋慶太郎著,本書は一高

の外人試合後における野球書出版ブームの第 1号

であり,著者は松江の出身で三高,一高を経て当

時法科大学の学生であった。0。 斉藤も述べている

ようにこの書は当時の野球の実態を知るには絶好

のものであるが00,紙数も少なく (全編で55頁 :

筆者注),ル ール的には簡略に過ぎ,新 しさとか

独自性は見られず,ほ ぼ○の域を出ていない。た

だ一ヶ所だけダブルプレーの項で「Full Baseの

場合に捕手が3ス トライクロの球を落し,直 ちに

これを拾って本塁につければ二塁より還る敵一人

を殺ろし,更に……後略……」。0(下線筆者)と

述べている一節が注目される,と いうのはこの主

張は①の三振不死不成立の規定を無視している

し,あ まり適切な例ではないのであるが第 1期以

来明らかにされていなかったフォースアウトの方

法を日本の野球文献として初めて具体的に例示し

ているからである。

「ベースボール」正岡子規著 これは子規が一

高の外人試合に触発 され高橋慶太郎の「ベース

ボール術」と相前後 し,明治29年 7月 19日 から同

27日 にかけて日本新聞の「松羅玉液」に連載 した

記事である。子規自身が草分けの野球プレーヤー

であったから,一般の読者に野球の見どころを解

説 したこの一文は読みやすくしかも正確である。

しかし記事の性格上ルール的にはそれ程詳 しくな

い。投手はオーバースロービッチング,捕球法は

すべて直接捕球,悪球出塁は四球制であり,○の

レベルのルールである。日本式のルールは全く

入っていない。ベースを基,シ ョー トス トップを

短遮,外野をそれぞれ場左,右,中 とし
｀
ている用

語は他に例がなく彼独特のものである。

「欧米遊戯術」相田興二郎著,「 日用百科全書

第30編内外遊戯法」 大橋又太郎編,「内外遊戯

全書第 3編 ベースボール及クリケット」津田素

彦者の 3点はこの期の遊戯書である。これらの文

献に収められた野球ルールに共通 している傾向

は,既述の第 2期の文献に比べて内容が著しく古

風であることである。相田のものはイギリスの遊

戯書の訳述であるので,原典所収の野球がすでに

古風であったと思われる。例えばこれら3点の文
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献に掲げられている野球の競技場図はいずれも第

一期と同様1860年代の形式であるし,その他の点

でも大橋のものはファウルヒットと三振の場合を

1バウンド捕球制とし,津田のものは悪球出塁を

警告後 3球制としている。ルールの面では第 1期

のレベルに属するものである。しかし当時におい

てはこのような第 1期のレベルのルールの野球も

底辺においては行なわれていたのであって,こ の

ような文献の存在が無意味であったわけではない
l10。

B-8 第 2期の特徴

第 2期の野球文献所収のルールを通観すると,

そこには次に示す 4種類のルールの存在が認めら

れる。

〔I〕 はアメリカの1880年代中頃の野球に対応す

oルール,即ち投手はオーバースロービッチング,

捕球法はすべて直接捕球である。悪球出塁および

三振は警告を伴わず審判が投球にしたがってこれ

を宣告する。打者の高低球の指定権はない。これ

らの規定を根幹とし戦術の組織化,高度化に見合

うルールが未発達の段階の野球ルールである。

〔Ⅱ〕は1880年代末からの野球戦術の発達に伴っ

てこれに見合うインフィールドフライ,三振不死

不成立,フ ァウル,バント,犠打等に関する規定

が整えられて来た段階のルールである。

〔Ⅲ〕は同時代のアメリカの原典にはなかったり

或は原典の当該規定と内容を異にした日本独自の

ルールである。この種のルールは明治20年代から

30年代にかけての日本における野球試合の現場で

慣用され定着して来たと思われる。

〔Ⅳ〕は第1期以来の古いルールである。

以上4種類のうちで〔I〕 はこの期の日本の野球

ルールにおいて大勢を占めており,○をはじめ⑥,

①,①,①,①等は多少の違いはあってもこれを

基調としている。またOも より進んだレベル即ち

〔Ⅱ〕に理解を示しながら現実には日本の野球を

〔I〕 のレベルのルールでとどめようとしていると

見てよいであろう。〔Ⅱ〕はこの時期の日本におけ

る試合の場ではそれほど必要ではなかったと思わ

れる。しかしこれに対する理解と導入とがすでに

見られるのであって,①は最も早く正確に理解を

示し,高橋雄次郎は理解不足ながら⑤で早くも積

極的に導入の姿勢を見せ,③で一大はばに採り入

れている。〔Ⅲ〕は「慣用ルール」の成文化である

だけに地域によりまた組織によってさまざまな

ヴァリエーションがあったと思われるが,①,① ,

⑪に典型的に見られるし,①,①にもかなり盛り

込まれている。一高系の野球が有力であった時期

だけに,現存する文献には「一高式ルール」と呼

ばれるものが多く残されている。〔Ⅳ〕は比較的孤

立した立場にあって,上掲の諸文献中にわづかに

遺存しているほかは, 3点の遊戯書に多く見られ

る。

このように〔Ⅳ〕は別として〔I〕 ,〔 Ⅱ〕,〔Ⅲ〕は

この期の個々の文献中に混在している。しかしそ

れぞれの文献はこれら各種のルールを混在させな

がら自ずからカラーをもっていて,○,⑦は〔I〕

に忠実であり,Oは 〔Ⅱ〕を志向し,①,①,④等
は〔I〕 を基調としながらも〔Ⅲ〕の色彩が濃い。〇
はルール的には新しく「慣用のルール」になじも

うとしているわけではないが,ア メリカのプロ野

球とはルールの面でも一線を画した “野球"を 志

向しているのでネオ〔Ⅲ〕とでも呼ぶべきであろう

か。

以上のように第 2期のルールは日本の野球が統

一的な野球界を形成 し,共通のルールによって試

合が行なわれる直前の過渡的な段階の様相を示 し

ていると言ってよいであろう。

最後に今まで散発的にぶゝれてきた「日本式ルー

ル」についてここでまとめておきたい。なぜなら

ば,こ の種のルールの存在がこの時期における日

本の野球ルールの特徴であり,「年報」刊行以後

はこのようなローカルなルールは消滅に向かうか

らである。本稿で扱った第 2期の文献中であげら

れている「日本式ルール」は次の通 りである。0。

(イ )ロ ス トボール

(口)悪質なブロックボールの際の処置

|⇒走者がフェアヒットに触れた際の処置

0フ ォースの状態以外の時にも後位の走者に塁

の占有権を与える。

困パスボール

lalバ ントをした打者をアウ トとする。

(卜 )故意のファウルヒットをした打者をアウ トと

する。

l■l三振直接捕球アウ トの場合に他の走者に帰塁

の義務を課する。

文献別にИ)か らl■lま での規定の採否を一覧表に

してみると次の通 りである。



○ 〇 ③ ○ ⑪

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

(二 ) ○ ○

(ホ ) ○ ○ ○ ○

(へ ) ○ ○ ○

○

(チ ) ○ ○

表 日本式ルール採否一覧

○ 日本式ルールを採用している。

△ アメリカの原典通り。

× 当該ルールに言及していない。

これらの規定とアメリカの原典の規定との対応

関係をみると次の通 りである。

にヽ 0,lal,(D,l■ lは 管見の限りでは一度もア

メリカでは成文化されたことがない。いわば純粋

の日本生まれのルールである。

(口),一般的なブロックボールの規定は①から

あって○に掲げられており,こ れと同じ内容の規

定は0にすでに入っている。しかしここで問題に

している悪質なブロックボールの際の処置は⑩と

は全く異った規定になっている。(17頁参照)し
たがって追加部分に関しては全くの日本生れの

ルールといえるのである。

ケ⇒は①,④には規定がなく,0に もない。○か

ら④までは〇と同じ内容,即 ち当該走者のみをア

ウトにする,規定であって,⑩で初めて他の走者

に対する試合停止の処置が定められた。日本の文

献では第2期のトップをきって出された○のみが

⑩以降の原典通りの規定を採用し,〇以後のもの

は逆に④以前の古い規定になっているのである。

困は18頁の注 6で述べた通り④からの規定で

あつて,日 本ではグラウンドの狭溢さのためか90

ft以内という条件設定の一節を無視して使用され

て来たのである。
つぎにこれらの日本式ルールの成因を考えてみ

ると,

にヽ 困はグラウンドの立地条件に起因するもの

であろう。とくに表に見られるように(イ )は この期

の日本では不可欠な規定であったと思われる。

lal,(卜 )は アメリカの原典でそれぞれ⑭,①で定

められたバントと故意のファウルをス トライクと

する規定の誤解と,卑劣,姑息な行為を嫌う日本

人の競技感覚との所産であろう。

ケうに関しては①～④のルールの遺存と中馬が主

張した野球を活性化するための処置とが成因とし

て考えられるが,ど ちらがより優勢な因子である
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かはわか らない。

l■lは 三振 をした打者はフェアヒッ トを打
^っ

た場

合と同様に見なされる,と いう規定を他の走者に

まで誤って適用 した結果生 じたものであろう。(下

線筆者 )

(口),国の成因については現在の資料か らは判断

がつかない。 しか しこの両規定の採否は当時の双

壁である○と○との相違点になっているので重大
な意味をもつと言えるのである。この時期の「日

本式ルール」の成立過程についてはよリーそう検

討する必要があろう。

注記

(1)「叢談」,75,76頁

(2)⑮ までのファウルチップの規定に関 しては16頁

参照,①以降に関しては20頁参照。

死球出塁 は⑬か ら⑮ までは打者の手 と前腕 に

当った投球に対 しては認められないという一節が

入っていたが,97年 からはこの部分が削除されこ

れに代って「投球を明らかにさけようとしなかっ

た場合を除く」の一節が付け加えられている。

(3)し か し惜 しいことに彼はこれをYCACの 主将

ブレーキに質問をした結果,「叢談」で条文の解釈

よりもそれまでの経験,習慣による使用法の方を

とったとして,誤ったルール解釈即 ち「ステップ

した足でプレー トを踏む」こととしている。

(4)「新式」 86,87,107,108頁
(5)「叢談」,14頁

(6)同 上書,81～ 83,77,78頁

(7)明 治文化資料叢書第10巻所収259～ 267頁

(8)こ の規定に関 しては,雑誌運動界第 2巻第 4号

16頁,第 5号 19頁 (明治31年 4, 5月 )の野球ルー

ルに関する質問,解答欄で,明治26,27年頃の一

高対慶応の試合の時この点について「意見の衝突

を来 し,慶応は之を必要ありと主張 し,一中 (一

高のこと 三筆者注 )も 亦之に従ひたり,一昨年の

米国の規則等には此事なし,故に還るの必要なき

(9)

l101

111)

l121

1131

ものとす。」と記されている。

「山口」,序および緒言

1 同上書,35,36頁

S. O. Bo G。 ,1897, p.183

学校法人日本体育会 0日 本体育大学80年史,同

史編纂委員会編,昭和48年 ,179～ 181頁

「最新」,35,36頁



24

0→ 松江北高等学校百年史,昭和51年 ,320,321頁

CD 斉藤二郎編,日 本野球文献解題,明治文化資料

叢書第10巻,313頁

00 高橋慶太郎,ベースボール術,34,35頁
0つ 斉藤二郎の「野球文献史話 8」 には明治30年頃

の少年野球がこのようなものであったとして東京

の下町で行なわれていた例を出している。読売ス

ポーツ,昭和27年 9月号,119頁

α⑧ ここに掲げるルールはプレーに直接関わりが深

い部分のみに限り,競技場,審判,試合運営,試

合記録等に関するものを除いた。またこれが「日

本式ルール」のすべてではなく,何 らかの文献中

で成文化され採用されているものに限った。

結び

明治 16年 か ら同33年 までに刊行 された文献 に

拠 って日本における初期の野球ルールを検討 して

みると次のことが言えるであろう。

1 文献の出版年代とそこに所収 されているルー

ルの内容とか ら見て,次の 2期 に分 けられる。

第 1期 明治16(1883)年～同20(1887)年

第 2期 明治28(1895)年～同33(1900)年
2 この両期における日本の野球ルールとアメリ

カの野球 ルールとの対応関係 は次の通 りであ

る。

(イ)第 1期においてはアメリカの1860～ 70年代

の野球 に対応 するルール,即 ち投手 はア ン

ダーハ ン ドピッチ を用 い,捕球法 はフェア

ヒッ トは 0バ ウン ド, 三1辰 とファウルヒッ ト

は 0又は 1バ ウン ドキャッチであり,三振 と

悪球出塁には審判による警告制が伴ない,打
者には高低球の指定権がある等の規定を基幹

とするルール,が主流であった。

(口)第 2期 においては

(a)上記の1860～ 70年代のルール

(b)1880年 代中頃の野球に対応するルール
,

即 ち投手 はオーバーハ ン ドスローを用い
,

捕球法はすべて直接捕球制であり,三振 と

悪球出塁には警告制を伴わず投球の順序に

したがって審判が宣告する等の規定 を基幹

とするルール。

(C)■記(b)に , 1880年代末から90年代にかけ

て発達 した組織的な野球戦術に対応するイ

ンフィール ドフライ,三振不死不成立,犠
打,バ ン ト,故意のファウル等の規定を加

えたルール。

の 3段階のルールが見られる。

3 また第 2期 にはアメリカの野球ルールには全

くなかったり,或はあったとしてもそれとは趣

旨が甚だ異なっている「日本式ルール」,例 え

ばロス トボール,パスボール等,が見られる。

これらは第 1期 には殆ど見られなかったが,明
治20年代から30年代にかけての各地における対

校試合の中で生 じ定着 してきたものと思われ

る。

4 そして第 2期においては,上記1880年代中頃

のアメリカ野球に対応するルールと「日本式

ルール」によって構成されたものが最も一般的

に用いられていた。

5 組織的な戦術に対応 した段階のルールは第 2

期にはまだ日本では一般的に用いられていたと

はいえないが,こ れに対する認識と導入とがは

じまっている。

6 日本で出された文献の中でアメリカの野球

ルールに対 して理解が深く,ま た他に対する影

響力も大きかったと思われるのは,第 1期にお

いては田中,坪井の「戸外遊戯法」であり,第
2期 においては中馬の「野球」,高橋雄次郎の「野

球叢談」である。
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1858」午 (soooB.G。 1892P。 11よ り)

〆
4k

も

●投手本塁間の距離を45フ ィー トとする

18714「 (D.W.B.G.1871よ り)

▲

●投手線 6× 6フ ィー トのボックスとなる

●本塁の位置に留意

1867書1(B.D.B.Pe1867よ り)

●投手線 4フ ィー ト間隔で長さ6フ ィー ト、

2本 となっている

●塁の位置に留意

1877準「 (N.L.C.R。 1877よ り)

●バ ン`タ~ボ ツクス (6× 3フ ィー ト、本塁

からの距離 1フ ィー ト)が設けられる

●各塁の位置に留意
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ｔ
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18804喜 (SoO.B.G。 1880よ り)

1882笙喜

三     ill liliis) 設けられる
●ファウル線を外野までのばす

●投手ボックス4× 6フ ィー トとなる (前年から)

(SoO.BoG。 1882よ り)

●投手本塁間 前年から50フ ィー トとなる

●プレヤーズベンチ (lヶ 所)設けられる

●3フ ィー ト線設けられる
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1885年 (S.0.BoG.1885よ り)

●バッタースボックス 6× 4フ ィート、本塁と

離÷フィートとなる

●プレヤーズベンチ ニヶ所 (両 チーム分離)と なる

1887年 (SoO.B.G。 1887よ り)

●投手ボックス5÷ ×4フ ィートとなる

●主将、コーチャー線 1、 3塁周辺に限られる

● 1、 3塁フェアグラウン ド内におかれる

ヽ

ヽ

唖



(S.0.BoG。 1893よ り)
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1893笙
「

●投手板 (Pitcher's Plate)設 けられる12× 4イ ンチ、

翌年から24× 6イ ンチとなる

●投手板、本塁間60=フ ィートとなる

1900年 (S.O.BoG。 1900よ り)

●本塁 5角 形となる
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③ 1883年「Outdoor Games」 より ① 1885年「西洋戸外遊戯法」より

●塁の位置に留意

や、も＼くミ/

３０
ャ
‐
ド

●投手、本塁間50フ ィー ト以外は距離を指定

していない

●塁の位置に留意

01885年「戸外遊戯法」より
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●尺、間法

●塁の位置に塁意
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01895年 「第一高等学校野球部史」より

GD 1897笙「

＼
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① 1898年 「新式ベースボール術」より

●本塁から61尺 の地点に 5尺 5寸 ×4尺の

投手ボックスを別図で掲げている。

●原典に最 も近い 主将コーチャー線なし

●プレーヤーズベンチの位置を誤っている。

⑪ 1899年 「野球規則。山口高等学校」より

ヽヽ
選手休息所


